
①事業計画
(市町村子ども・子育て支援事業

計画のイメージ）

②認可基準（幼保連携型認定こども園、
地域型保育事業）

運営基準
（確認制度）

③支給認定
（保育の必要性の認定）

④地域子ども・子育て支援事業
（市町村事業）

国における主な作業日程
（子ども・子育て会議の動き等）

本格施行までの作業スケジュールのイメージ（市町村における作業イメージを中心に）
以下の作業スケジュールは、現時点での想定であり、今後の検討状況により変更、追加等の可能性が有り得る。（平成２７年度本格施行(注１)、平成２６年４月に消費税８％、平成２７年１０月に１０％を想定）
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平成25年度

●基本指針・ニーズ調査票案（①） 

●各種基準案（条例）の検討                       

●放課後児童クラブの設備運営基準（条例制定）           

●２７年度当初に向けた認可、確認の開始 

●「確保方策」等を検討 

     →都道府県へ報告、調整 

【都道府県等】 

 ●幼保連携型認定こども園の認可基準（条例制定） 

【市町村】 

 ●地域型保育事業の認可基準（条例制定） 

 ●確認を受ける施設・事業の運営基準（条例制定） 

  ●支給認定基準（条例制定）            

●教育・保育の「量の見込み」を検討 

      →都道府県へ報告、調整 

●パブコメ、最終調整  

●既存施設に対する 

 新制度への移行の 

 意向確認 

●
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●本格施行に向けた法令等の確定作業 

国の子ども・子育て会議 

●事業計画案のと

りまとめ 

→都道府県へ報告、 

 調整  

●27年度概算要求内容の検討  ●27年度概算要求        ●政府案決定      ●予算案審議、確

定 

●事業内容等の検討                  

●国のシステム運用（⑧） 

地方版子ども・子育て会議など 

●支給認定事務の開始 

●利用手続、事業所からの届出受理等            

●保育緊急確保事業の実施状況の把握（⑦） 

●取りまとめ（告示）                             ●幼保連携型認定こども園保育要領（仮称）に関する解説書の作成                   

●関係省令の公布（⑦）                   

●認可基準等、関係政省

令の作成、公布（②～④）                   

●入所手続・利用調整 

＜ 併 行 し て 、 都 道 府 県 計 画 の と り ま と め ＞ 
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※引き続き、必要事項を検討 

（公定価格の設定） 

●ニーズ調査実施 ●調査結果 

   とりまとめ 

●国のニーズ調査票案を参照 

→ニーズ調査票の検討 

●現行次世代計画上の取組等の評価 

 ・教育・保育・子育て支援の現状把握、方向性検討 

           

●事業計画の検討                                

 ・事業計画の構成検討                                      

 ・区域設定の検討 
 

●地域型保育事業の実態調査 

●資格併有促進策の 

 省令等公布（⑨）                       

●幼保連携型認定こども園保育要領（仮称）の検討                                   

●地域子ども・子育て支援事業の基準（④） 

●支給認定基準（③） 

●認可・運営基準（②） ●公定価格の骨格 

 （施設の意向調査） 

●幼稚園、保育所の経営実態

調査のとりまとめ、分析 

●利用定員に関する意見聴取 

●26年度概算要求内容の検討    ●26年度概算要求        ●政府案決定   ●予算案審議、確定 

 （保育緊急確保事業等）（⑦） 

資料１－１ 

※国の子ども・子育て会議等において議論（資料等は公開）。随時提供。 

※地域の実態把握などは随時実施 

※放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の基準等については、社会保障審議会児童部会（放課

後児童クラブの基準に関する専門委員会）を中心に議論。放課後児童クラブの基準に関する専門委員会

は、年内を目途に取りまとめ予定      
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⑤費用・利用者負担

⑥幼保連携型認定こども園
保育要領（仮称）

⑦待機児童解消加速化プラン・
保育緊急確保事業

⑨保育教諭の併有促進策の検討
（人材確保対策を含む）

⑩自治体における実施体制

⑪その他

（注１）消費税率の引き上げは、経済状況の好転が条件とされており、本格施行の時期については、実際の消費税率引上げ時期を踏まえて検討。

⑧制度管理システム

●施行に向けた準備作業のための体制準備（２４年９月に内閣府に新制度の施行準備室設置） 

【都道府県等】 

●幼保連携型認定こども園に関する合議体の設置（条例制定） 

●事業の開始 

●保育計画の改定等 

【請求審査・支払関係のシステム】 

（１）パッケージシステムを利用する場合 
 

                                           

（２）独自システムを構築する場合 

                                           

●運用開始 

●運用開始 

●２６年度予算の検討 

【支給認定・確認関係のシステム】 

（１）パッケージシステムを利用する場合 

 ●搭載機能の検討・調達仕様書の検討 

（２）独自システムを構築する場合 

 ●搭載機能の検討、仕様書検討、業者選定、設計 

●業者選定  ●導入  ●テスト運用 

 ●テスト運用 

●給付、国の窓口一元化に対応できる体制の構築

準備（２７年度から給付の支出等は内閣府へ一元

化） 

●搭載機能の検討、業者との調整 

●設計 

●導入、テスト運用 

●構築、テスト運用 

●
運
用
開
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●国の解説書がとりまとまり次第、認定こども園職員に対する研修、周知 

 ●27年度予算 

国の定める公定価格等を踏まえ、利

用者負担等の確定（条例制定等） 

●有識者会議での検討、省令等を踏まえ、条例・規則等の改正、周知など 

●新制度に関する利用手続きなど詳細の周知、広報 ●新制度の一般的な内容に関する周知、広報（住民への広報や、関係者への説明会） 

 ●構築 

●費用・利用者負担の検討 

●利用者負担の区分内容等概要を周知 

【都道府県・市町村】 

●幼保連携型認定こども園に関する教育委員会の意見を聴取 

すべき事項の規則制定 

            

●必要に応じて、子ども・子育て支援法第８７条各項に基づく過料を科する規定を設けるための条例を制定 

●必要に応じて、公私連携幼保連携型認定こども園・公私連携型保育所（保育所型認定こども園）の設置法人への

設備の無償・安価な貸付・譲渡（議会で議決） 

●待機児童解消加速化プラン（緊急集中取組期間） 

緊急プロジェクト 支援パッケージ～５本の柱～  ※詳細については、別途資料を参照。 

●費用・利用者負担の検討 


